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研究成果の概要（和文）：人間の幸福に影響する要因として、所得や治安、家族状況などの社会経済的・個別的
要因以外に、住宅政策、福祉政策、健康・医療政策、ガバナンス、職業・労働政策、家族政策、教育政策、文化
政策、安全・安心政策、環境・生態政策など国家による公共政策がある。これらの政策分野を分野横断的に統計
分析を行ったところ、政策目標のあいまいさがその目標の達成度合いを左右することが示唆された。具体的に
は、中央政府の施策評価データをもとに、目標の設定方法と事後評価の結果との間の関係を統計的に分析した。
この分析結果から、人々の幸福に影響を与える政府の政策においては、より厳密に目標設定を行う必要性が確認
された。

研究成果の概要（英文）：Varieties of public policy including house, welfare, health, labor, 
education, etc. improve public happiness. We conduct statistical analysis and have indicated that 
ambiguity of policy goal plays am important role in determining policy accomplishment. This implies 
the importance of settings of policy goal in improving people's happiness.
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１．研究開始当初の背景 
 
これまでの公共政策研究は、「良い政策と

は何か」という実践的で規範的な学問を求め
てきた。例えば、公共政策研究の代表的な教
科書である足立幸男著『公共政策学とは何
か』2009 には、「公共政策学という学問は、
…本質的に規範的な学問であるといわねば
ならない」と宣言されている（12 頁）。 
この宣言は、政府の掲げる政策の目標その

ものを批判的に検討することを要求してい
る。しかし、いうまでもなく、どのような政
策が正しいのかという規範について、コンセ
ンサスを得ることは困難である。また、日本
公共政策学会のホームページには、「学会の
概要」が掲げられており、そこには次のよう
に書かれている。「公共政策研究は、学際的
です。政治学、行政学、経済学、社会学など
の社会科学のみならず、…物理学や化学の研
究成果からのアプローチも必要になります。
日本公共政策学会は、このことを踏まえ、最
初から学際的な学会として発足しました。」
この文章を読む限り、公共政策は、一個のデ
ィシプリンであることを拒否しているよう
に見える。そして、日本公共政策学会の目標
も、もう一度概要を引用すれば、「学際的な
学問としての『公共政策学』の研究を進めて
いくための情報交換の場を提供すること」だ
と述べている。つまり、多様なディシプリン
の研究者が交流する場であると宣言し、1 つ
のディシプリンの研究発表の場ではないと
いうのである。 
上記の流れとは一線を画する書物もある。

例えば、武智秀之著『政策学講義』2013 と
安章浩・新谷洋史著『身近な公共政策論』2010
がそれである。しかしながら、両書物とも特
定の公共政策―産業・環境保全・廃棄物処
理・医療・家族政策（以上、『政策学講義』）
と環境・福祉・産業労働・安心・安全分野の
政策（以上、『身近な公共政策論』）をそれぞ
れ取り上げているが、それらの政策を取り上
げるロジックは欠如したまま、内容の紹介に
とどまっていた。 

 
 

２．研究の目的 
 
 以上のような背景を受け、本研究は規範論
やディシプリン間の交流としての公共政策
を克服し、公共政策がいかに幸福度を高める
かという観点から公共政策をまとめるため
に、次の 3つを研究期間内の達成目標とした。 
第一に、人々の幸福に直接影響する公共政

策を特定する。 
第二に、例えば、医療政策と幸福が密接に

関連していることが判明したとすると、医療
政策のなかのいかなる要因が幸福に影響す
るのかについて計量分析を行う。 
第三に、医療政策の諸要因が幸福に与える

メカニズムを解明するための事例分析を行

う。 
 
 
３．研究の方法 
 
本研究では、以下の研究方法によって研究

を進めることを予定していた。 
平成 27 年度は、文献調査、現地調査の実

施を行う予定であった。そのために以下のよ
うな研究を計画していた。 
 
（1）文献と資料の入手およびインタビュー 
 
幸福度研究は学際的な志向が強い。公共政

策や経済学を中心に他の分野の研究成果に
関する学術論文や書籍にとどまることなく、
白書や報告書および国際比較データなどを
集める。このことは、研究が当初計画どおり
進まない場合を想定する対応でもある。また、
関係者にインタビューを行い、情報を入手す
る予定である。そのため、本研究関連図書の
購入費と国内旅費を計上している。 
 
 
（2）電子メールや電話などによる意見交換
と調整 
 
2 年という研究期間中に研究成果を刊行す

るためには、随時、電子メールや電話を利用
して研究の内容を議論し相互調整を行うほ
か、申請者は研究分担者に対して適宜情報提
供を行う。 
 
 
（3）合宿研究会 
 
8 月には、第一回研究合宿を開催する。年

明けの1月には、第二回研究合宿を開催する。
そのため、研究合宿を実施するための経費を
計上している。 
 
 

（4）現地調査 
 
幸福度研究の成果を公共政策に適用して

いる海外の事例を参照するためには現地調
査が必要不可欠である。さらに、代表者と分
担者の主な研究手法は事例分析であり、その
ためには現場で実際に何が起こっているか
を観察する必要がある。外国旅費、郵送費な
どの必要経費を計上している。 
 
 

（5）事例の確保 
 
想定外の研究結果が生じそうな時に対す

るもう一つの対応として、スウェーデンやス
イスのようなヨーロッパ諸国の公共政策に
関する文献を収集しておく。これにより研究
の方向性を適宜修正することができると考



える。 
 
平成 28 年度の計画は、次の二つの柱から

構成されていた。 
第一は、幸福に影響する要因に関する分析

結果を整理する。第二は、政策から幸福に至
るメカニズムを解明する。そのために、以下
のような研究計画を構築した。 
 
 

（1）文献と資料の入手、および意見交換 
 
1 年目の調査から不足する資料や情報を補う。
また、分担者との意見調整を行う。 
 
 
（2）合宿研究会 
 
8 月と年明けの 1 月には、研究合宿を開催

する。とりわけ、年明けの研究合宿では、書
籍全体について議論するとともに、序章と結
論をまとめる。 
 
 
（3）現地調査 
 
関係者との聴き取り調査を行う。また、海

外の学会において研究発表を行う。 
 
 
（4）インタビュー 
 
 国内外の専門家とのインタビューを行う。 
 
 
（5）研究成果の発信 
 
各分担者は論文を完成させる。代表者は原

稿の一貫性や統一性を見極める。 
 
 以上の計画によって研究を進めたものの、
最終成果にまで至らなかったために、手続き
の上で平成 29 年度に研究を延長した。 
 平成 29 年度には、最終成果の取りまとめ
を行った。 
 
 
４．研究成果 
 
 以上の研究方法によって、研究を進め、以
下のような研究成果を得た。 
 
 
（１）幸福と公共政策の関係 
 

人々の幸せな生活は、政府が新鮮な政策的
原材料を提供することから出発する。そのた
め、幸福の研究が政策との関係で議論される
のは当然である。中央政府と地方政府が何ら
かの政策を実行すれば、人々の幸福度が変化

する。幸福の決定要因は、国民の厚生に寄り
添いかつ人々に歓迎される公共政策の基盤
を作る。政府は、抽象的ビジョンと具体的な
目標を設定することによって人々に希望を
与え、身近な政策課題を執り行うことを通じ
て人々の生活を安定させながら、人々が自分
たちの生活に積極的に参加するようにして、
人々を幸福にすることができるのである。 
 幸福の研究において最も大きな反響と論
争を呼び起こしたのが、所得と幸福の相関は
弱く、所得が増大しても主観的幸福感は高ま
らないという、イースタリンによる「幸福の
パラドックス」である。日本・アメリカ・韓
国3カ国における幸福度と所得の関係を分析
してみると、韓国では所得水準が上昇すれば
幸福の増大効果は大きいが、日米においては
明確な相関が見られない。また、幸福度が安
定する所得レベル（日本 5千ドル、アメリカ
1 万 5 千ドル、韓国 2 万 5 千ドル）でも国ご
とのばらつきは大きい。 
所得が高くなっても、それに対応して、幸

福度は高くならなければ、所得以外に人々の
幸福度に影響を与える要因は何なのか。人々 
の幸福に直接影響する公共政策としては、所
得以外に、住居政策、福祉政策、健康・医療
政策、職業・労働政策、家族政策、ガバナン 
ス、共同体、教育政策、社会寄与・余暇、文
化政策、安全・安心政策、環境・生態政策が
該当する。 
  
 
（２）自治体の公共政策 
 
 日本では、公共政策の供給の過半は地方政
府（都道府県と基礎自治体）が担っている。
その中で、市民の幸福に影響を及ぼすという
視点から、福祉政策に絞って分析を行った。
基礎自治体が独自に展開する福祉政策には、
主に二つの要因がある。  
第一に、各自治体が持つ権限である。ポー

ル・ピーターソンなどが明らかにするように、
基礎自治体は福祉政策の供給を嫌う傾向が
ある。地方分権改革以降、基礎自治体間に権
限の差異が生まれる中で、日本においてもよ
り権限を持つ自治体ほど人口一人当たりの
福祉政策供給が減少する傾向が確認された。 
 第二に、首長の党派性が福祉政策に影響を
及ぼす。具体的には、首長が左派政党に推薦、
支持されている自治体では、他の政党、もし
くは無所属の首長と比べてより多くの福祉
政策が供給されている。 
 
 
（３）今後の課題 
 
 以上のように、幸福と公共政策の関係、日
本でより市民に身近な政策を提供している
基礎自治体の公共政策供給について一定の
研究成果を得ることができた。 
 一方で、研究期間途中に不測の事態のため



研究分担者の一名が研究組織から離脱した
などの事情から、今後に向けて以下のような
研究課題が残存している。それは、幸福と自
治体の公共政策の関係を解明する作業であ
る。これまでの研究成果で明らかにできたの
は、幸福と公共政策が関係すること、その公
共政策の一領域である福祉政策を規定する
要因には自治体の権限と党派性が寄与して
いることである。この結果として、自治体固
有の要因によって、住民の幸福には差異が生
じうるということが示唆される。しかし、こ
の点については、実証分析には至っておらず、
今後研究を進展させる必要がある。そのため
に、事例研究などによって、具体的な政策が
人々の幸福にどのようにして結びついてい
るのかを検討する。 
 このような課題は残したものの、本研究の
中で、これまで十分に検討されてこなかった、
幸福と公共政策の関係について、研究の萌芽
を発展させ、具体的な研究課題を示すことが
できた。 
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